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（仮称）流山市街づくり条例骨子案と解説 

 
 
 
※第 8 回まちづくり条例検討委員会では、第 5 章、第 6 章について提案

する。総則及び補足については、第 9 回まちづくり条例検討委員会で提

案する。 
 
 

資料１ 
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第 5 章 土地取引の届出及び開発調整 

１、この章は、流山市の街づくりに影響する大規模な開発等の土地利用に関して必要な手

続を定めることにより、緑の基本計画（グリーンチェーン）の推進と、持続可能な美しい

環境づくりに資する開発を誘導することを目的として必要な事項を定める。 
２、大規模な土地取引については、事前に届出ることとし、取引後公表することを義務づ

ける。なお、事前の届出にあたっては、市長による情報の提供及び助言ができることとす

る。 
３、開発事業等については、市の掲げる都市計画マスタープラン、景観計画、緑の基本計

画（グリーンチェーン）、さらには低炭素社会の実現を図る観点から、開発構想段階におけ

る届出、協議制度を創設する。 
４、協議制度については、開発事業者と行政間の協議にとどまらず、近隣住民や開発事業

者からの要請に基づいて街づくり委員会に設ける開発調整部会による調整が可能な仕組み

を定める。 

 
１、一定規模以上の土地の取引の事前届出制度を規定する。 
２、土地の面積 3,000 ㎡以上の土地取引にあたっては、地権者はあらかじめ契約前に市長

に届け出るものとする。市長は、届出があったときは、街づくりに関する計画、市が定め

る条例等、当該土地の街づくりに関し必要な情報の提供を行い、また助言を行うことがで

きる。 
３、市長は、前項の助言にあたっては、街づくり委員会・開発調整部会（土地取引につい

ては学識経験者により構成）の意見を聴くことができる。 
４、土地を取得した者は、当該土地の近隣住民から説明会の開催の要請があった場合は、

当該土地の近隣住民を対象として説明会を開催し土地取得の目的等について説明しなけ

ればならない。なお、当該土地の全部または一部が、地区街づくり計画が定められた地区

に存する場合は、地区街づくり組織も対象に加える。 

１、 土地取引の届出 

１） 大規模土地取引の事前届出 

① 大規模土地取引の事前届出 

② 市による情報提供及び助言 

③ 街づくり委員会（開発調整部会）の意見 

２） 大規模土地取引の事後公表等 

① 大規模土地取引の事後届出、看板設置、公表 

② 近隣住民の説明会開催要請 

③ （要請がった場合）説明会の開催 

④ 説明会開催結果の報告 
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１、 一定規模以上の開発事業等について、届出協議制度を定める。 
届出対象 
・ 開発条例に規定する開発行為等で次に定めるもの（検討事項） 

建築物の敷地面積が 3,000 ㎡以上でかつ高さが 15ｍ以上（商業地域、近隣商業地域に

おいては 20ｍ以上）、増築の場合は増築部分の高さが規定以上の高さの場合も含む、建

築物の敷地面積の変更にあっては合計面積が 3,000 ㎡以上のもの、集合住宅の計画戸数

が 50 以上（増築、住戸数の変更の場合は、増築又は変更後 50 以上のもの）、特定用途

建築物で床面積が 1,000 ㎡以上のもの（増築にあっては増築後の合計面積、用途変更後

の床面積以上の用途変更、複合用途の場合は当該用途に係る床面積） 
開発条例の規定 

（届出） 

２、 構想段階の届出と協議 
１） 届出対象 
① 対象（大規模開発、大規模建築物、その他） 
２） 手続き 
① 説明会 
② 近隣住民等の意見 
③ 街づくり・環境配慮（創出）書案の提出 
④ 配慮書案の公表 
⑤ 見解書 
⑥ 市長の助言指導 
３） 街づくり・環境配慮（創出）指針 
① 指針は別に定める 
② 街づくり・環境配慮（創出）事項 
ア） 街づくりに係る指針 
イ） 景観に係る指針 
ウ） みどりに係る指針 
エ） 低炭素配慮型建築物に係る指針 
オ） 代替措置（公園緑地の確保又は協力金代替制度） 
③ 認定制度    
４）管理運営努力義務 

①配慮建築物の維持管理努力義務 

②報告義務 

③認定取消し 
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第６条 事業区域の面積が 3,000 平方メートル以上、集合住宅の計画戸数が 50

以上又は特定用途建築物（※）で床面積が 1,000 平方メートル以上の規模の事

前協議対象事業（以下「大規模開発事業」という。）を行おうとする事業者は、

第10条第１項の規定による協議を行う30日前までに、当該大規模開発事業に

おける土地利用計画等の内容を市長に届け出なければならない。 

（※）次に掲げる用途に供する建築物であって、その敷地面積が 300 平方メート

ル以上のものをいう。 

ア ゲームセンター、カラオケボックス、ホテル又は旅館 

イ 墓地、葬祭場又はペット霊園 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122

号）第２条第１項第７号に規定する営業又は同条第６項に規定する店舗型性風俗

特殊営業を営む店舗 

エ 劇場又は映画館（ドライブインシアターを含む。） 

・一定規模以上の資材置き場、路外駐車場（建築物、工作物の建築を伴わないもの）、その

他工作物の建設を伴わない土地利用変更行為で規則に定めるもの（1,000 ㎡以上を想定）。 
２、 近隣説明及び協議 
３、 届出対象行為で構想案を作成したときは、行為者は、市開発条例に規定する届出前又

は市開発条例の届出対象となっていない行為については着手前に市長にその構想案、規則

に定める街づくり・環境配慮書案を添えて市長に届出なければならない。 
４、 行為者は、規則で定める近隣住民に対して説明会を開催しなければならない。なお、

当該土地の全部または一部が、地区街づくり計画が定められた地区に存する場合は、地区

街づくり組織は、近隣住民に加えて地区街づくり組織に対しても説明会を行なうものとす

る。 
５、市長は、届出書の概要、構想案の概要、街づくり・環境配慮書案の概要を公表しなけ

ればならない。 
６、近隣住民は、行為者に対して前項に掲げる届出書等に意見がある場合は、公表後○日

以内に街づくり・環境配慮指針の観点から意見書を市に提出することできる。市長は、こ

れを行為者にすみやかに送付する。 
７、行為者は、前項の意見書について見解書を市長に提出するものとする。市長は、当該

見解書を公表するものとする。 
８、市長は、届出書について、近隣住民の意見を参考に行為者に街づくり・環境配慮指針

に照らして必要な助言指導を行うことができる。 
９、街づくり・環境配慮指針 
① 市長は、別に街づくり・環境配慮指針を定める。 
② 街づくり・環境配慮指針には次に掲げる事項を定める。 
ア） 街づくりに係る指針（都市計画マスタープラン、地域特性への配慮） 
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イ） 景観に係る指針（景観計画への配慮） 
ウ） みどりに係る指針（緑の基本計画及びグリーンチェーンの認定） 
エ） 低炭素配慮型建築物に係る指針（建築物については低炭素建築物の指針への配慮） 
オ） 代替措置（上記アからエ）については、一定の範囲で（敷地外の既存の）公園緑地の

確保又は協力金等に代えることができる。 
１０、認定制度    

市長は、建築物について、街づくり・環境配慮指針に基づいた建築物であると認めたと

きは、街づくり・環境配慮指認定書を交付することができる。 
１１、管理運営努力義務 
① 認定街づくり・環境配慮建築物を管理する者は、その建築物について街づくり・環境

配慮の観点から適正な維持管理に努めなければならない 
② 市長は、認定街づくり・環境配慮建築物を管理する者に対してその維持管理状態につ

いて報告を求めることがでる。認定街づくり・環境配慮建築物を管理する者は、市長の求

めがあったときは、維持管理報告書を提出するものとする。 
③ 市長は、前項の維持管理運営報告書について街づくり・環境配慮指針に照らして適切

に維持管理されていないと認めたとき、または報告書の提出がなかった場合は、認定を取

り消すことができる。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、絶対高制限高度地区の導入に際しては、配慮基準を遵守し

た建築物について一定の範囲で高さを緩和できる仕組みを導入

する（都市計画で定める）方策について今後検討する。 
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１、この条例の施行の際に、既に存していた建築物等について、その管理者は、街づくり・

環境配慮指針に照らして必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
２、建築物を所有し又は管理者は、その建築物について適正に管理し運営するよう努めな

ければならない。 
３、市長は、建築物が有効に利用されるため、その所有者又は管理者に対して必要な支援

を行なうよう努めるものとする。 
 

 
１、 一定規模以上の建築物、工作物等で規則に定めるものを、解体しようとするときは、

あらかじ市長に規則で定める様式および工事工程、環境配慮報告書等規則で定める書類を

付して届出るとともに、当該敷地に解体工事の概要等を記した標識を設置しなければなら

ない。市長は、届出があったときは、周辺の環境保全の観点から必要な助言指導を行うこ

とができる。 
２、 前項の解体しようとするときは、その所有者または管理者は、近隣住民等に対してあ

らかじめ説明をしなければならない。なお、一定規模以上の建築物については、近隣住民

等から説明会の開催の要請があったときは、説明会を実施するものとする。 
３、 解体等にあたっての配慮事項 
 建築物等の所有者または管理者は、振動、粉塵、騒音等の公害の防止および周辺交通処

理に配慮しなければならない。 

 

５、街づくり調整 
① 調整会開催請求 
② 公開による街づくり委員会開発調整部会の開催 
③ 助言、あっせん、勧告 
④ 調整結果報告書 
 

４、建築物等の解体等の届出 

①建築物等の解体予定の届出、標識の設置 

②近隣住民等への説明 

③解体工事にあたっての配慮 

３、既存建築物等の努力義務 

①既存建築物の努力義務 

②既存建築物の適正な管理運営努力義務 

③既存建築物の有効活用についての市長の支援措置 
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１、 近隣住民、事業者は、この条例に定める開発事業等について近隣住民と開発事業者が

協議し、合意を形成することを目的として、市長に街づくり委員会開発調整部会の開催を

要請するよう求めることができることとする。街づくり委員会開発調整部会の求めは、土

地取引の事後公表から６０日以内又は開発構想の届出から 60 日以内とする。市長は、近隣

住民又は事業者から調整会の開催請求があった場合、または必要と認めたときは、街づく

り委員会開発調整部会を開催することができる。 
２、 開発調整部会は、関係者（または代理人）の出席を求めて、公開による口頭審理を行

なう。なお、開発調整部会の委員は、街づくり委員会から選出する。 

３、 近隣住民，事業者は、街づくりに関する計画および街づくり環境配慮指針に照らして

意見を述べ、事業者は街づくりに関する計画および街づくり環境配慮指針を実現するため

に必要な調整に応じるよう努力しなければならない。 

４、 開発調整部会は、近隣住民、事業者対し、必要な助言、あっ旋又は勧告を行うことが

できる。 

５、 近隣住民、事業者及び市長は、開発調整部会の審理に協力するとともに、開発調整部

会の勧告を尊重しなければならない。 

６、 開発調整部会は、終了後報告書を市に提出し、市はこれを公開するものとする。 

 
参考 
狛江市まちづくり条例における「調整会」の規定 
（調整会の開催請求） 

第 41 条 近隣住民は，開発等事業について事業者と協議し，合意を形成することを目

的として，市長に対し，委員会に次条に規定する調整会の開催を要請するよう求めるこ

とができる。 

２ 前項の求めは，第 29 条第３項の公告の日の後，事業協定が締結される前に行わな

ければならない。 

３ 事業者は，第 29 条第１項の協議が整わないとき，又は近隣住民との合意が困難な

ときは，市長に対し，委員会に調整会の開催を要請するよう求めることができる。 

４ 市長は，第１項又は前項の求めを受けたときは，委員会に対し，調整会の開催を要

請するものとする。 

５ 市長は，本条例の目的を達成するため必要があると認めるときは，委員会に対し，

調整会の開催を要請することができる。 

（調整会） 

第 42 条 委員会は，前条第４項又は第５項の要請を受けたときは，その委員の中から，

調整会の委員３名以上を選出し，調整会を開催するものとする。 

２ 調整会は，近隣住民，事業者，市長その他の関係人又はこれらの者の代理人の出

席を求めて，公開による口頭審理を行うものとする。 
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３ 調整会は，市民及び有識者等に対し，調整会において，開発等事業について，意

見を陳述し，又は情報を提供することを求めることができる。 

４ 調整会は，近隣住民，事業者及び市長に対し，必要な助言，あっ旋又は勧告を行う

ことができる。 

５ 近隣住民，事業者及び市長は，調整会の審理に協力するとともに，調整会の勧告

を尊重しなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか，調整会の組織及び運営に関し必要な事項は，規則で

定める。 

（調整会報告書） 

第 43 条 調整会は，調整会の終了の後，調整会の議事の要旨，関係人の合意事項，

調整会の意見又は勧告，その他必要な事項を記載した報告書（以下「調整会報告書」

という。）を作成し，市長に提出するものとする。 

２ 市長は，調整会報告書が提出されたときは，その旨を公告し，規則で定めるところ

により，調整会報告書を縦覧に供しなければならない。 

 
 
第 6 章 街づくり支援 
この章は、この条例の第 3 章および第 4 章の諸制度に基づいて市民による街づくりの取

組みが効果的にかつ円滑に行なわれることを目的として、市民および地区街づくり組織等

の団体に対して必要な支援について定める。 
 

 
１、 市長は、街づくり条例の周知、活用をはかるため必要な情報の提供に努力しなければ

ならない（シンポジウム、講習会、パンフレット、ホームページ掲載等の施策が考えられ

る）。 
２、 第３章で定める都市計画提案者、街づくり提案者、第４章で定める地区街づくり組織、

その他街づくりに関する団体に対して、当該団体等の要請に基づいて街づくり専門家を派

遣することができる（規則に委任）。 
３、 市長は、地区街づくり組織に対して、期限を定めて予算の範囲内で助成することがで

きる（規則に委任）。 

街づくり支援 
① 街づくり条例の普及、活用に関する情報提供 
② 専門家派遣制度 
③ 街づくり助成金（地区街づくり組織に対して予算の範囲内で助成することができ

る） 
④ 街づくり支援組織に対する支援 



2011.05.20（第８回検討委員会） 
 
 

10 

４、 市長は、この条例を市民に周知し又は普及ならびに第３章で定める都市計画提案者、

街づくり提案者、第４章で定める地区街づくり組織、その他街づくりに関する団体に対し

て支援を行なうことを目的に設立された団体に対して支援をすることができる。 
 

 
事例 

世田谷区街づくり条例 

第４章 街づくりの支援 

（地区街づくり組織への助成） 

第 25条 区長は、地区街づくり組織の街づくり活動を支援するために必要がある

と認めるときは、その運営及び地区街づくり計画の原案の作成に要する経費の一

部を助成することができる。 

２ 前項の規定による助成を受けようとする地区街づくり組織は、次に掲げる要

件を満たすものでなければならない。 

(１) 地区住民等の自発的参加の機会が保障されていること。 

(２) 構成員が地区住民等（街づくりに関して知識経験を有する者を含む。）であ

ること。 

(３) 活動が地区住民等の多数の支持を得ていると認められること。 

（街づくり支援団体等への助成等） 

第 26条 区長は、区民等の自主的な街づくり活動を支援するために必要があると

認めるときは、当該活動を支援する団体（以下「街づくり支援団体」という。）に

対し、当該支援活動に要する経費の一部を助成することができる。 

２ 区長は、区民等の自主的な街づくり活動を支援することを目的とする信託、

基金等に対し、必要な助成、出資等を行うことができる。 

 
 
第 7 章補則 

 
土地取引、開発構想の届出等の適用除外を定める。 

 

 

１、この条例の運用のため街づくり委員会の設置を定める。 

１）適用除外 

２）組織 

①街づくり委員会 

②街づくり委員会には、街づくり開発調整部会、街づくり提案審査部会を設ける。 



2011.05.20（第８回検討委員会） 
 
 

11 

２、街づくり委員会には、開発調整を担う街づくり開発調整部会、街づくり提案及び地区

街づくり提案を審査する街づくり提案審査部会を設ける 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
土地取引、開発構想の届出等の手続きの実効性を確保するため、届出を行なわない者、

手続に瑕疵があった者に対して勧告、公表、罰則を定める。 
 

 
１、その他、土地取引、開発構想の届出について届出者のその地位の承継、市職員による

立入検査、是正命令等について定める。 
２、市長は、街づくりに関する状況の変化への的確な対応及び街づくり計画に即した街づ

くりに関する施策の効果的な推進を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。 

 
事例 
武蔵野市まちづくり条例 
 
附則 
（見直し） 
８ 市は、この条例の施行後おおむね５年以内を目途として、まちづくりに関す

る状況の変化への的確な対応及びまちづくり計画に即したまちづくりに関する施

３）勧告、公表 

４）その他 

①地位の承継 

②立入検査 

③是正命令 

５）見直し 

街づく

り委員

会 
 

街づくり開発調整部会 
 

街づくり提案審査部会 
 

街づくり委員会 
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策の効果的な推進を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な見直し

を行うものとする。 


